
令和2年3月分（4月納付分）～の
協会けんぽの保険料率について

お知らせします。

加入者の皆さま、お一人おひとりの健康の積み重ねが
保険料率の上昇を抑える大きな力になります。

★保険料は、納付期限までに納めていただくようお願いします。
★健康保険組合における保険料額等については、ご加入の健康保険組合へお問い合わせください。

『介護保険制度・介護保険料とは』
介護保険制度は、介護が必要な方を社会全体で支える仕組
みであり、公費（税金）や高齢者の介護保険料のほか、40歳
から64歳までの健康保険の加入者（介護保険第2号被保険
者）の介護保険料（労使折半）等により支えられています。

『基本保険料率・特定保険料率とは』

なお、令和2年度の都道府県ごとの健康保険料率は、支部別に「引上げ」「据え置き」「引下げ」に分かれます。

保険料額表は1年間有効になりますので、大切に保存してください。

※40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が3月1日分から変更後の保険料率が適用されます。

保険料額表は裏面をご覧ください　

令和2年2月分（3月納付分）まで

給与・賞与の

令和2年3月分（4月納付分）から

給与・賞与の

健康保険料率

令和2年2月分（3月納付分）まで

給与・賞与の 1.73%

令和2年3月分（4月納付分）から

給与・賞与の 1.79%

介護保険料率

青森支部02　青森支部の加入者・事業主の皆さまへ

青森支部の健康保険料率は変更となります。
介護保険料率も変更となります。皆さまのご理解をお願い申し上げます。

9.87%

9.88%

健康保険料率（9.88％）のうち6.45%分は加入者の皆さ
まの医療費等に充てられる基本保険料率となり、3.43%
分は後期高齢者医療制度への支援金等に充てられる特定
保険料率となります。

日本年金機構・全国健康保険協会 青森支部
（https://www.nenkin.go.jp/） （https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）



（青森県） （単位：円）

標　準　報　酬
報　酬　月　額

全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料（厚生年金基金加入員を除く）

介護保険第２号被保険者 
に該当しない場合

介護保険第２号被保険者 
に該当する場合 一般、坑内員・船員

等級 月　額 9.88% 11.67% 18.300%※
全　額 折半額 全　額 折半額 全　額 折半額

円以上 円未満
1 58,000 ～ 63,000 5,730.4 ２,865.２ 6,768.6 3,384.3
２ 68,000 63,000 ～ 73,000 6,718.4 3,359.２ 7,935.6 3,967.8
3 78,000 73,000 ～ 83,000 7,706.4 3,853.２ 9,10２.6 4,551.3

4（1） 88,000 83,000 ～ 93,000 8,694.4 4,347.２ 10,２69.6 5,134.8 16,104.00 8,05２.00 
5（２） 98,000 93,000 ～ 101,000 9,68２.4 4,841.２ 11,436.6 5,718.3 17,934.00 8,967.00 
6（3） 104,000 101,000 ～ 107,000 10,２75.２ 5,137.6 1２,136.8 6,068.4 19,03２.00 9,516.00 
7（4） 110,000 107,000 ～ 114,000 10,868.0 5,434.0 1２,837.0 6,418.5 ２0,130.00 10,065.00 
8（5） 118,000 114,000 ～ 1２２,000 11,658.4 5,8２9.２ 13,770.6 6,885.3 ２1,594.00 10,797.00 
9（6） 1２6,000 1２２,000 ～ 130,000 1２,448.8 6,２２4.4 14,704.２ 7,35２.1 ２3,058.00 11,5２9.00 
10（7） 134,000 130,000 ～ 138,000 13,２39.２ 6,619.6 15,637.8 7,818.9 ２4,5２２.00 1２,２61.00 
11（8） 14２,000 138,000 ～ 146,000 14,0２9.6 7,014.8 16,571.4 8,２85.7 ２5,986.00 1２,993.00 
1２（9） 150,000 146,000 ～ 155,000 14,8２0.0 7,410.0 17,505.0 8,75２.5 ２7,450.00 13,7２5.00 
13（10） 160,000 155,000 ～ 165,000 15,808.0 7,904.0 18,67２.0 9,336.0 ２9,２80.00 14,640.00 
14（11） 170,000 165,000 ～ 175,000 16,796.0 8,398.0 19,839.0 9,919.5 31,110.00 15,555.00 
15（1２） 180,000 175,000 ～ 185,000 17,784.0 8,89２.0 ２1,006.0 10,503.0 3２,940.00 16,470.00 
16（13） 190,000 185,000 ～ 195,000 18,77２.0 9,386.0 ２２,173.0 11,086.5 34,770.00 17,385.00 
17（14） ２00,000 195,000 ～ ２10,000 19,760.0 9,880.0 ２3,340.0 11,670.0 36,600.00 18,300.00 
18（15） ２２0,000 ２10,000 ～ ２30,000 ２1,736.0 10,868.0 ２5,674.0 1２,837.0 40,２60.00 ２0,130.00 
19（16） ２40,000 ２30,000 ～ ２50,000 ２3,71２.0 11,856.0 ２8,008.0 14,004.0 43,9２0.00 ２1,960.00 
２0（17） ２60,000 ２50,000 ～ ２70,000 ２5,688.0 1２,844.0 30,34２.0 15,171.0 47,580.00 ２3,790.00 
２1（18） ２80,000 ２70,000 ～ ２90,000 ２7,664.0 13,83２.0 3２,676.0 16,338.0 51,２40.00 ２5,6２0.00 
２２（19） 300,000 ２90,000 ～ 310,000 ２9,640.0 14,8２0.0 35,010.0 17,505.0 54,900.00 ２7,450.00 
２3（２0） 3２0,000 310,000 ～ 330,000 31,616.0 15,808.0 37,344.0 18,67２.0 58,560.00 ２9,２80.00 
２4（２1） 340,000 330,000 ～ 350,000 33,59２.0 16,796.0 39,678.0 19,839.0 6２,２２0.00 31,110.00 
２5（２２） 360,000 350,000 ～ 370,000 35,568.0 17,784.0 4２,01２.0 ２1,006.0 65,880.00 3２,940.00 
２6（２3） 380,000 370,000 ～ 395,000 37,544.0 18,77２.0 44,346.0 ２２,173.0 69,540.00 34,770.00 
２7（２4） 410,000 395,000 ～ 4２5,000 40,508.0 ２0,２54.0 47,847.0 ２3,9２3.5 75,030.00 37,515.00 
２8（２5） 440,000 4２5,000 ～ 455,000 43,47２.0 ２1,736.0 51,348.0 ２5,674.0 80,5２0.00 40,２60.00 
２9（２6） 470,000 455,000 ～ 485,000 46,436.0 ２3,２18.0 54,849.0 ２7,4２4.5 86,010.00 43,005.00 
30（２7） 500,000 485,000 ～ 515,000 49,400.0 ２4,700.0 58,350.0 ２9,175.0 91,500.00 45,750.00 
31（２8） 530,000 515,000 ～ 545,000 5２,364.0 ２6,18２.0 61,851.0 30,9２5.5 96,990.00 48,495.00 
3２（２9） 560,000 545,000 ～ 575,000 55,3２8.0 ２7,664.0 65,35２.0 3２,676.0 10２,480.00 51,２40.00 
33（30） 590,000 575,000 ～ 605,000 58,２9２.0 ２9,146.0 68,853.0 34,4２6.5 107,970.00 53,985.00 
34（31） 6２0,000 605,000 ～ 635,000 61,２56.0 30,6２8.0 7２,354.0 36,177.0 113,460.00 56,730.00 

35 650,000 635,000 ～ 665,000 64,２２0.0 3２,110.0 75,855.0 37,9２7.5

※厚生年金基金に加入している方の厚
生年金保険料率は、基金ごとに定め
られている免除保険料率（２.4％～
5.0％）を控除した率となります。

　加入する基金ごとに異なりますの
で、免除保険料率および厚生年金基
金の掛金については、加入する厚生
年金基金にお問い合わせください。

36 680,000 665,000 ～ 695,000 67,184.0 33,59２.0 79,356.0 39,678.0
37 710,000 695,000 ～ 730,000 70,148.0 35,074.0 8２,857.0 41,4２8.5
38 750,000 730,000 ～ 770,000 74,100.0 37,050.0 87,5２5.0 43,76２.5
39 790,000 770,000 ～ 810,000 78,05２.0 39,0２6.0 9２,193.0 46,096.5
40 830,000 810,000 ～ 855,000 8２,004.0 41,00２.0 96,861.0 48,430.5
41 880,000 855,000 ～ 905,000 86,944.0 43,47２.0 10２,696.0 51,348.0
4２ 930,000 905,000 ～ 955,000 91,884.0 45,94２.0 108,531.0 54,２65.5
43 980,000  955,000 ～ 1,005,000 96,8２4.0 48,41２.0 114,366.0 57,183.0
44 1,030,000 1,005,000 ～ 1,055,000 101,764.0 50,88２.0 1２0,２01.0 60,100.5
45 1,090,000 1,055,000 ～ 1,115,000 107,69２.0 53,846.0 1２7,２03.0 63,601.5
46 1,150,000 1,115,000 ～ 1,175,000 113,6２0.0 56,810.0 134,２05.0 67,10２.5
47 1,２10,000 1,175,000 ～ 1,２35,000 119,548.0 59,774.0 141,２07.0 70,603.5
48 1,２70,000 1,２35,000 ～ 1,２95,000 1２5,476.0 6２,738.0 148,２09.0 74,104.5
49 1,330,000 1,２95,000 ～ 1,355,000 131,404.0 65,70２.0 155,２11.0 77,605.5
50 1,390,000 1,355,000 ～ 137,33２.0 68,666.0 16２,２13.0 81,106.5

○被保険者負担分（表の折半額の欄）に円未満の端数がある場合
　①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
　②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。
　（注）①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
○納入告知書の保険料額 
　納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
○賞与にかかる保険料額 
　賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額（標準賞与額) に、保険料率を乗じた額となります。
　また、標準賞与額の上限は、健康保険は年間573万円（毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。）となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金の場合は月間150万円となります。
○子ども・子育て拠出金 
　事業主の方は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、子ども・子育て拠出金を負担いただくことになります。（被保険者の負担はありません。） 
　この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率（0.34％）を乗じて得た額の総額となります。

◆介護保険第２号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率（9.88%）に介護保険料率（1.79%）が加わります。
◆等級欄の（　）内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
　4（1）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「93,000円未満」と読み替えてください。
　34（31）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「605,000円以上」と読み替えてください。
◆令和２年度における全国健康保険協会の任意継続被保険者について、標準報酬月額の上限は、300,000円です。

令和 2 年 3 月分（4 月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
・健康保険料率：令和 2 年 3 月分～　適用　　・厚生年金保険料率：平成 29 年 9 月分～　　　　適用
・介護保険料率：令和 2 年 3 月分～　適用　　・子ども・子育て拠出金率：平成 31 年 4 月分～　適用


